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追加の会費減免処置のお知らせ 

 

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より、本会会務運営にご理解ご協力いただき、お礼申し上げます。 

さて、新型コロナウイルス感染症を取り巻く社会状況は刻一刻と変化してお

り、先生方におかれましては日々、感染予防を徹底しての日常臨床に努められて

いることと思います。 

そのような中で、今夏には新型コロナウイルス感染症の感染拡大により熊本

市に「まん延防止等重点措置」が発令され、医療機関への診療控えもあり、来院

患者数の減少などによる収入減少が続いている会員診療所もあることと思いま

す。 

一方、熊本市歯科医師会の今年度計画しておりました事業も昨年度に引き続

き中止・延期などが相次いでいます。 

つきましては、６月にお知らせしました会費減免処置を延長し、１２月までと

したいと思います。 

今回も裏面のとおり、会員種別の状況に応じて、減免処置を行うこととします。

（第４種は一括入金のため返金、他の特殊事例は個別対応） 

本会としましては、今後も社会情勢を考慮しつつ、会務運営に努めてまいりま

すので、ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 



年賦課額 賦課方法 徴   収   方   法

会　 費 正会員 　第１種会員（１号会費） １０６，０００ １２ 回
　毎月　１０，０００円
　（６月～１２月　８，０００円）

　第２種会員（２号会費） ２２，０００ １２ 回
　毎月　　３，０００円
　（６月～１２月　１，０００円）

　終身会員Ａ ０ ０回
　なし
　※閉院している先生

　終身会員Ｂ（５号会費） ２８，０００ １２ 回

　毎月　　３，５００円
　（６月～１２月　１，５００円）
　※終身会員のみ、あるいは第２種
　　 会員と診療している

　終身会員Ｃ（６号会費） １，５００ １２ 回
　毎月　　３００円
　（６月～１２月　０円）
　※第１種会員が勤務している

　終身会員Ｄ（１号会費） １０６，０００ １２ 回

　毎月　　１０，０００円
　（６月～１２月　８，０００円）
　※第３種会員・非会員歯科医師
　　 が勤務している

準会員 　第３種会員（３号会費） ５，０００ １２ 回
　毎月　　１，０００円
　（６月～１２月　０円）

　第４種会員（４号会費） ７４，０００ 　１ 回
　 ４月・入会時
　※歯科併設の公私立病院

　第５種会員（１号会費） １０６，０００ １２ 回
　毎月　　１０，０００円
　（６月～１２月　８，０００円）
　※第１種会員の分院

※８０歳以上の終身会員は、会費の賦課を免除する。
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